
知的財産セミナー（初心者向け）のお知らせ 
                                  2012/11/12 

 
 
・日時  平成２４年１２月１４日（金） 
・場所  岐阜大学 研究推進・社会連携機構 １階ミーティングルーム 
・時間  午後４時３０分～５時３０分 （受講料無料） 
      （５時３０分から、参加費５００円で懇親会に参加可能です。） 
・講師  特許業務法人 広江アソシエイツ特許事務所 会長 
  平成２３年 不正競争防止法委員会 委員 
  岐阜大学客員教授 
  弁理士 廣江武典 
・申込先 岐阜大学 研究推進・社会連携機構 知財戦略室 

        TEL：０５８－２９３－３１８３ 
 
 
 

の登録商標を有するドイツのアパレルメーカー、フーゴ・ボス AG が、「ク

ールボス」（登録第５２９４２４７号）の商標を付して小型ファン付き作業服を販売する

ワーナーケミカル(株)に対して、商標登録無効審判を請求した。 

 特許庁は「両商標は明確に区別し得るもので似ておらず、また商品の出所について

混同を生じさせるおそれはない。」として無効審判の請求を認めなかった。 

 これに対してフーゴ・ボスAGは特許庁審決の取消を求めて知的財産高等裁判所へ

提訴。 

 著名商標とこれに似た商標（？）との争い。裁判所の結論はどうなったでしょうか。 

 興味のある方はセミナーへどうぞ。 
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